
★
憲
法
九
条
が
自
衛
隊
派
遣
を
と
め
た
！

◆
こ
れ
が
日
米
首
脳
会
談
の
唯
一
の
成
果
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ン
攻
撃
と
日
本
へ
の
要
求

◆
２
月
２
８
日
に
始
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
イ
ラ
ン
攻
撃
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
「
す
ぐ
終
わ
る
」
と
言
っ
た
が
１
・
５
ヶ
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。

◆
そ
も
そ
も
戦
争
は
倫
理
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
自
国
が
全
く
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い

の
に
一
方
的
に
攻
撃
す
る
の
は
国
際
法
違
反
で
す
（
＊
）
。

（
＊
）
国
際
法
上
、
武
力
行
使
が
許
さ
れ
る
の
は
、
①
自
国
が
一
方
的
に
攻
撃
さ
れ
た
時
、
②
国
連
安
保
理
の

承
認
、
③
他
に
手
段
が
な
い
場
合
で
す
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
こ
れ
ら
を
一
切
無
視
し
て
い
ま
す
。

◆
ア
メ
リ
カ
が
勝
手
に
起
こ
し
た
国
際
違
反
の
戦
争
処
理
の
た
め
に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
戦
争

状
態
に
あ
る
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
に
日
本
の
自
衛
隊
派
遣
を
求
め
ま
し
た
。

自
衛
隊
派
遣
拒
否
は
憲
法
九
条
か
ら
の
当
然
の
答
え

◆
こ
れ
に
対
し
、
高
市
首
相
は
「
法
律
上
で
き
な
い
」
と
答
え
ま
し
た
。
法
律
上
と
は
憲
法
第

九
条
の
「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ(

＝
武
力
行
使
）
を
放
棄

す
る
。
」
と
い
う
条
項
で
す
。
当
然
の
答
え
で
あ
り
日
米
首
脳
会
談
の
唯
一
の
成
果
で
す
。

◆
一
方
、
高
市
政
権
は
国
際
法
違
反
の
こ
の
戦
争
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
守
り
、
ア
メ

リ
カ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
を
批
判
し
て
い
ま
せ
ん
。
憲
法
九
条
が
な
か
っ
た
ら
自
衛
隊
派
遣
を

O
K
し
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

日
本
国
憲
法
を
世
界
の
平
和
憲
法
へ

◆
戦
争
と
は
人
を
殺
す
こ
と
で
す
。
そ
の
戦
争
を
放
棄
・
禁
止
し
た
憲
法
は
日
本
の
誇
り
で
す
。

憲
法
第
九
条
は
こ
の
度
、
自
衛
隊
の
戦
場
へ
の
派
遣
を
拒
む
力
と
な
り
ま
し
た
。

◆
し
か
し
、
そ
の
姿
と
は
裏
腹
に
、
い
ま
日
本
は
戦
争
準
備
に
舵
を
切
り
、
防
衛
費
予
算
は
教

育
予
算
の
ほ
ぼ
倍
の
９
・

兆
円
に
も
膨
ら
ん
で
い
ま
す
。
ス
パ
イ
防
止
法
と
称
し
て
国

3

民
の
戦
争
反
対
意
志
の
抑
圧
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
準
備
も
進
ん
で
い
ま
す
。

◆
新
し
い
政
権
は
こ
の
姿
勢
を
改
め
、
世
界
の
平
和
の
た
め
日
本
国
憲
法
を
世
界
の
平
和
の
た

広
め
て
行
く
事
を
切
に
求
め
ま
す
。

二
〇
二
六
年
四
月
十
二
日
（
日
）
平
和
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
第
８
回

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
央
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
浜
松
駅
北
口

☆
長
い
間
続
け
て
き
た
平
和
行
進
は
、
７
０
２
回
を
も
っ
て
終
了
し
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
な
り
ま
し
た
。 浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



日
本
国
憲
法
前
文

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理

想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し

て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持

し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国

際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国

民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

第
九
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の

発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す

る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

第
十
九
条

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。


